
今後の下水道浸水対策のあり方検討委員会 

（第 1回） 

議 事 次 第 

日時：令和 3年 7月 30 日（金） 

                    15：00～16：30 

                 場所：WEB 会議システムにより開催 

１ 開会 

  ２ 委員長の選任 

  ３ 議題 

    浸水対策の現状と今後の検討課題 

  ４ その他 

  ５ 閉会 

配布資料 

 資料１ 今後の下水道浸水対策のあり方検討委員会設置要綱 

 資料２ 浸水対策の現状と今後の検討課題 



今後の下水道浸水対策のあり方検討委員会設置要綱

（目 的）

第１条 激甚化・頻発化する台風・豪雨を踏まえ、今後の浸水対策における下水道施設整備

の基本方針や施設整備の課題、対応策などを検討するため、「今後の下水道浸水対策のあり

方検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置する。

（検討事項）

第２条 検討委員会では、次の事項を検討する。

（１） 今後の下水道浸水対策の基本方針

（２） 下水道施設整備の課題と対応策

（３） その他必要事項

（委 嘱）

第３条 検討委員会の委員は、下水道局長が委嘱する。

（委 員 長）

第４条 検討委員会に、委員互選による委員長を置く。

２ 委員長は、検討委員会を招集し、会議を主宰する。

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

（オンラインによる会議） 

第５条 感染症のまん延防止の観点から開催場所への参集が困難と判断される場合や効率的

な会議運営など、委員長が必要と認める場合は、オンライン（映像と音声の送受信により

相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。）を活用した検討

委員会の会議を開催することができる。 

（委員以外の出席）

第６条 委員長は、必要があると認める場合には、検討委員会の会議に委員以外の者を出席

させることができる。

（会議等の公開）

第７条 会議並びに会議録及び会議に係る資料（以下「会議等」という。）は、原則として

公開とする。ただし、委員長は公開することにより、公平かつ中立な審議に著しい支障を

及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、会議等の全

部又は一部を非公開とすることができる。

（庶 務）

第８条 検討委員会の庶務は、計画調整部計画課において処理する。

（補 則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定

める。
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附 則

この要綱は、決定の日から施行する。
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今後の下水道浸水対策のあり方

検討委員会（第１回）

浸水対策の現状と今後の検討課題
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１ 都における浸水対策

２ これまでの下水道整備

３ 激甚化・頻発化する豪雨

４ 近年の法改正の動向

５ 論点整理
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1. 都における浸水対策（１）

○今後の治水施設整備のあり方などについて基本的な考え方の提言

・治水対策として、河川整備や下水道整備に加え、流域対策を位置付け
・段階的な目標整備水準を提示

東京都における総合的な治水対策のあり方について（61答申）

○ 61答申の考え方を基本とし、整備状況の進捗等を踏まえ、豪雨対策の役割分担（下水
道や河川など）や長期見通し（概ね30年後）などを示した方針

東京都豪雨対策基本方針

東京都下水道事業 経営計画2021

○令和3年度より5年間の計画期間で取り組む下水道の主要施策などを示した事業運営の
指針
・浸水対策：重点化した地区における施設整備やソフト対策などを推進

平成19年8月策定
平成26年6月改定

令和3年3月策定
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61答申

1. 都における浸水対策（２）

※東京都豪雨対策基本方針より

50ｍｍ/hr
年超過確率1/3

75ｍｍ/hr
年超過確率1/20

100ｍｍ/hr
年超過確率1/100

「東京都における総合的な治水対策のあり方について（61答申）」に示されている4つの目標治水水準
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1. 都における浸水対策（３）

○東京23区では東京観測所の過去の降雨データをもとに計画降雨を設定
○ 1時間50ミリ降雨の年超過確率は1/3程度

※毎年、1/3の確率で50ミリ以上の雨が降ること

東京観測所の確率雨量（1時間・24時間）
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総合的な豪雨対策の推進

1. 都における浸水対策（４）

○下水道や河川の整備、雨水の流出を抑制する貯留や浸透等の流域対策、浸水被害に
強い家づくり・まちづくり対策など、役割分担のもと、豪雨対策を推進
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2. これまでの下水道整備（１）

下水道整備における浸水対策のイメージ

凡例
ハード対策
ソフト対策
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凡例

対策重点地区（50ミリ施設整備）

対策強化地区（75ミリ施設整備）
のうち地下街対策地区

対策強化地区（75ミリ施設整備）
のうち市街地対策地区

既に完了した地区

2. これまでの下水道整備（２）

○ 1時間50ミリ降雨への対応を基本に下水道施設を整備
・施設整備には長期を要することから、早期に浸水被害を軽減するため、浸水の危険性が
高い57地区を重点化

・浸水被害の影響が大きい大規模地下街や甚大な浸水被害が発生している地区に
ついては、1時間75ミリにレベルアップ

6下水道50ミリ浸水解消率※は約70％達成
※1時間50ミリ降雨に対して浸水被害が解消された面積の割合

重点化した地区の取組状況

整備水準 地区数 完了 事業中 未着手

50ミリ 42地区 19地区 16地区 7地区

75ミリ 15地区 6地区 7地区 2地区

合計 57地区



2. これまでの下水道整備（３）

浸水対策幹線の整備例
（千川増強幹線）

雨水ポンプ所の整備例
（王子第二ポンプ所）

雨水貯留施設の整備例
（渋谷駅東口貯留施設）

浸水発生

管きょの能力不足

バイパス管の

設置

管きょ能力の増強例 7



○東京の地下には、下水道管のほか、ガス・水道などのライフラインや地下鉄など多くの
地下施設が輻輳するため、さらに地下深くに下水道管を埋設する必要があり、
工事が難航、長期化

2. これまでの下水道整備（４）
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和田弥生関連幹線の整備効果事例

整
備
状
況

浸
水
被
害
状
況

○浸水被害が軽減し、浸水に対する安全性が向上

和田弥生幹線
（貯留管：直径8.5m、延長2.2km）平成3年

9月19日
平成5年
8月27日

平成16年
10月9日

平成16年
10月20日

平成17年
8月15日

平成17年
9月4日

平成23年
8月26日

平成25年
7月23日

平成25年
8月12日

平成30年
8月27日

令和元年
10月12日

台風18号 台風11号 台風22号 台風23号 集中豪雨 集中豪雨 集中豪雨 集中豪雨 集中豪雨 集中豪雨 台風19号

時間最大雨量
ミリ/時 38 47 45 28 80 94 55 21 49 67 35

凡 例 ：流域 ：貯留幹線 ：浸水エリア：取水幹線

丸の内線

青梅街道

方南通り

環
状
六
号
線

神田川

方南町駅

甲州街道

環

状

七

号
線

中野坂上駅

中野富士見町駅

中野新橋駅

新中野駅東高円寺駅

和田弥生幹線

本郷通り

善福寺川

堀ノ内枝線

南台幹線

中野本町幹線

【貯留容量】
和田弥生幹線（12万m ）
南台幹線など関連幹線（3万m ）

対策後
丸の内線

青梅街道

方南通り

環
状
六
号
線

神田川

方南町駅

甲州街道

環

状

七

号
線

中野坂上駅

中野富士見町駅

中野新橋駅

新中野駅東高円寺駅

本郷通り

善福寺川

対策前

0

200

400

600

800

1000

1200

378

1135

58
0 0

477

0 0 0 1 0

平成９年一部貯留開始
平成１６年貯留容量拡大

（54,500ｍ³ ）

平成１９年本貯留開始
（150,000ｍ³ ）

大きな浸水被害は無し

（棟）

浸
水
棟
数

2. これまでの下水道整備（５）
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○令和元年東日本台風時には雨水貯留施設の貯留率は約6割に達し、8箇所の貯留施設が
ほぼ満水となり、浸水被害の軽減に大きな効果を発揮
・雨水貯留施設：58箇所 合計容量：約60万m3（25mプール約2,000杯分）
・雨水ポンプ所： 70箇所 合計排水能力：毎分約14万m3（25mプール約460杯分）

谷端川１号幹線
（H13 貯留開始）
貯留量：32,000ｍ³

第二十二社幹線
（H3年 貯留開始）
貯留量：13,700ｍ³

東京駅八重洲口
（H22 貯留開始）
貯留量：3,000ｍ³

谷沢川雨水幹線
（H7 貯留開始）
貯留量：30,700ｍ³

大井水神公園雨水調整池
（H15 貯留開始）
貯留量：400ｍ³

鮫洲幹線
（H22 貯留開始）
貯留量：7,000ｍ³

堀船１号幹線
（H27 貯留開始）
貯留量：2,100ｍ³

凡 例

雨水貯留施設

雨水ポンプ施設

和田弥生幹線※
（H19 本貯留開始）
貯留量：150,000ｍ³

※ は満水になった雨水貯留施設

2. これまでの下水道整備（６）
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ソフト対策

○アメッシュによる降雨情報の提供

○浸水予想区域図の公表○浸水に関する広報・PRの実施

2. これまでの下水道整備（７）

区市町村がハザードマップに反映

11
リーフレット配布浸水体験イベント開催



3. 激甚化・頻発化する豪雨（１）

○東京都内の1時間50ミリを超える豪雨発生率が増加傾向

1時間50ミリを基本に整備を進めてきたが、
50ミリを超える豪雨が増加傾向
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年次 近年東京都内で発生した浸水被害

降雨強度
75mm/h以上

降雨強度
50mm/h以上

浸水被害
棟数

H26 3回 3回 888棟

H27 0回 5回 56棟

H28 2回 5回 498棟

H29 2回 3回 199棟

H30 3回 3回 512棟

日
平成30年度の
浸水被害棟数

3月9日 17棟

4月25日 1棟

8月11日 2棟

8月13日 20棟

8月27日 387棟

9月17日 8棟

9月18日 77棟

※浸水被害棟数：床上・床下・半壊・全壊棟数。内水氾濫以外の要因を含む。

○ 1時間に50ミリ以上の降雨により、東京都内で浸水被害が発生

出典：東京都建設局 過去の水害記録

3. 激甚化・頻発化する豪雨（２）
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平成30年9月18日 集中豪雨（東京都）

○平成30年9月18日夕方から夜遅くにかけて、23区西部を中心に大雨となった

○ 1時間に観測した最大雨量（都内） 約90mm（板橋区、大田区）

○浸水被害（床上・床下・半壊・全壊） 約70棟

3. 激甚化・頻発化する豪雨（３）
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4. 近年の法改正の動向

○気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、流域全体を俯瞰し、あらゆる
関係者が協働して取り組む「流域治水」の実現を図るため、流域治水関連法が公布
（令和3年5月）

○流域治水とは、気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、これまでの下水道
管理者の取組だけでなく、流域に関わる関係者が、治水に取り組むこと

出典 特定都市河川法の一部を改正する法律案

15



○浸水が発生した地区を中心に対策を実施
・下水道浸水解消率約70％達成
⇒ 浸水軽減に効果を発揮

5. 論点整理（１）

これまでの対策

豪雨の激甚化・頻発化

○計画規模（50ミリ）を超過する豪雨の発生が増加傾向
・水害リスク増加
・全国でも大水害が発生

○流域治水関連法の整備
・あらゆる主体が協働して取り組む

○激甚化する豪雨に対応する目標降雨の設定

○新たな対策地区の選定方法

○ハード対策とともに、ソフト対策のさらなる充実

中長期的な視点による
新たな計画・対策が必要
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5. 論点整理（２）

○ これまで1時間50ミリ降雨（年超過確率1/3）を基本に整備を

進めてきたが、近年、豪雨が激甚化・頻発化していることを

踏まえると、今後の整備水準はどうあるべきか

○ 過去の浸水実績だけでなく、流出解析シミュレーションに基

づく浸水リスクを考慮するなど、事前防災の観点等を踏まえ

た、新たな重点化地区の選定方法を検討すべきではないか

○ 激甚化する豪雨に対応するため、ソフト対策も含めた関係者

との協働の方向性はどうあるべきか
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今後のスケジュール（予定）

○ 委員会（第2回） 10月頃
論点（例）
・目標整備水準
・新たな対策地区の選定方法
・ソフト対策の充実

○委員会（第3回） 12月末頃
・とりまとめ

○委員会（第1回） 7月30日開催
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